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会  議  録 

会議の名称 第６回小金井市公立保育園運営協議会次第 

事 務 局 子ども家庭部保育課 

開 催 日 時 平成２６年４月２１日（月）午後７時３０分～９時１０分 

開 催 場 所 小金井市役所本庁舎 第一会議室 
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東海林一基 委員（くりのみ保育園）        

本多由美子 委員（くりのみ保育園）        

宮田 優子 委員（けやき保育園）         

岡崎  英 委員（けやき保育園）         

八下田友恵 委員（小金井保育園）         

寺地 理奈 委員（小金井保育園）         

市川 朋子 委員（さくら保育園）         

小泉 未紀 委員（さくら保育園）         

片桐 由輝 委員（わかたけ保育園）        

三橋  誠 委員（わかたけ保育園）        

市 

川村 久恵 委員（子ども家庭部長）        

鈴木 遵矢 委員（保育課長）           

諏訪 知恵 委員（保育課長補佐兼保育係長）           

前島 美和 委員（くりのみ保育園園長）      

海野 仁子 委員（けやき保育園園長）       

福澤 永子 委員（小金井保育園園長）       

福野 敬子 委員（さくら保育園園長）       

杉山 久子 委員（わかたけ保育園園長）      

傍聴の可否 可 ・ 一部不可 ・ 不可 

傍 聴 者 数 １７人 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 自己紹介 

４ 議事 

〔１〕第５回会議録の確認について 

〔２〕保育業務の総合的な見直しについて 

〔３〕保育ニーズ等について 

  ア 障がい児保育 

  イ 延長保育の延長について 

〔４〕 当面の課題について 

〔５〕 次回日程の確認 

発言内容・ 

発言者名（主な

発言要旨） 

別紙のとおり 

会議結果 １ 開会 
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２ 委嘱状交付 

  岩下委員（けやき保育園）の辞職に伴い、新たに推薦さ 

 れた岡崎英委員に委嘱状を交付した。 

３ 自己紹介 

  自己紹介を行った。 

４ 議事 

〔１〕第５回会議録の確認について 

   会議録の確認を行い、公開することとした。 

〔２〕保育業務の総合的な見直しについて 

   保育課長から口頭で資料28の説明を行い、次回の運営協議会で資

料提出することとした。 

〔３〕保育ニーズ等について 

  ア 障がい児保育 

   保育課長から資料２９の説明を行い、次回、引き続き 

  質疑を行うこととした。  

  イ 延長保育の延長について 

   延長保育については、次回の運営協議会で協議するこ 

  ととした。  

〔４〕当面の課題について 

   子ども家庭部長から、待機児童に係る緊急対応として 

  公立保育園の定員の弾力化により5月1日から受入数の 

  増を行うことを報告し、質疑を行った。 

〔５〕次回日程の確認 

   ５月２６日（月）１９時より 

提 出 資 料 

資料22-1修正 小金井市公立保育園運営協議会 工程表（26 

   年度まで） 

資料27 小金井市公立保育園運営協議会委員名簿 

資料28 「保育業務の総合的な見直しについて（五園連作成 

   資料）」の質問事項 

資料29 障がい児保育の調べ（受入定員無し・全年齢対象） 

資料30 障害児保育に対する論点整理メモ 

そ の 他 なし 
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第６回小金井市公立保育園運営協議会 会議録 

平成26年4月21日 

 

 

開  会 

○川村委員長  それでは、ただいまから小金井市公立保育園運営協議会の会議を開催いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、委嘱状交付を議題といたします。 

 けやき保育園父母会から推薦をいただいた岩下委員の辞職に伴いまして、新たに推薦

いただいた岡崎英さんが委員となられます。委嘱状は机上に配付してございますので、

ご確認をお願いいたします。 

○岡崎委員   はい、ありがとうございます。 

○川村委員長  次に、自己紹介を行います。 

 まず、私のほうから。子ども家庭部長の川村と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○鈴木委員   保育課長の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○諏訪委員   保育課長補佐件保育係長の諏訪と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○前島委員   くりのみ保育園の前島と申します。よろしくお願いいたします。 

○杉山委員   わかたけ保育園、杉山です。よろしくお願いいたします。 

○福澤委員   小金井保育園の福澤と申します。よろしくお願いいたします。 

○福野委員   さくら保育園の福野と申します。よろしくお願いします。 

○海野委員   けやき保育園の海野です。よろしくお願いします。 

○三橋委員長  わかたけ保育園の父母の三橋と申します。よろしくお願いいたします。 

○東海林委員  くりのみ保育園の父母の東海林と申します。よろしくお願いいたします。 

○片桐委員   わかたけ保育園の父母の片桐です。よろしくお願いします。 

○八下田委員  小金井保育園の父母の八下田と申します。よろしくお願いいたします。 

○寺地委員   小金井保育園、寺地と申します。よろしくお願いします。 

○市川委員   さくら保育園の市川です。よろしくお願いします。 

○小泉委員   さくら保育園の小泉です。よろしくお願いします。 

○宮田委員   ちょっとおくれまして、申しわけありません。けやき保育園の宮田です。よろしくお
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願いします。 

○岡崎委員   けやき保育園の岡崎です。きょうからよろしくお願いします。 

○川村委員長  ありがとうございました。 

 それでは、４の議事に従って進行いたします。 

 初めに、議事の⑴第５回会議録の確認についてを議題といたします。 

 第５回の会議録については、お配りした内容で決定することにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○川村委員長  ご異議がございませんので、第５回会議録については、お配りした内容で決定いたし

ました。 

 次に、⑵保育業務の総合的な見直しについてを議題といたします。 

 資料の説明を行います。 

○鈴木委員   それでは、資料２８の説明を行わせていただきます。 

 左側に番号、項目、真ん中のあたりに意見、質問という形で１表にさせていただきま

した。これは以前、五園連作成資料として提出させていただいたものです。それの意見、

質問に対しまして、私のほうから回答というか、説明させていただきたいと思います。 

 番号に沿って説明させていただきます。 

 番号の１番、それから２番を一括してご説明をさせていただきます。 

 平成２５年１２月１８日付で小金井市公立保育園運営協議会の運営方針に関する覚書

を共同委員長間で確認の上、締結しているところです。この方針に基づき、運営協議会

を運営していくこととなります。今後、現在の保育内容についての確認、検討を、職員

団体との協議と並行して行う中で、運営協議会でご議論をいただきたいと考えています。 

○三橋委員長  すみません、それは何に対する回答ですか。 

○鈴木委員   これは１番と２番に対する。 

○三橋委員長  １番と２番といいましたら、この番号の１番ということですか。意見に対する回答で

すか。 

○鈴木委員   そうです。 

○三橋委員長  質問じゃなくて、意見に対する。 

○鈴木委員   はい。 

○三橋委員長  わかりました。 

○鈴木委員   それから３番です、番号３番です。 
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 民間・公立保育園の決算額の推移については、２月１８日の運営協議会で資料提出し

たところですが、他自治体との比較につきましては、検討した結果、単純に比較するこ

とは困難とさせていただきました。決算額の推移につきましては、資料１７で提出して

いるところです。 

 次、４番目です。具体的な予測数値はありませんが、都市部の保育需要については今

後も引き続き一定のレベルで推移するものと考えています。平成２５年度に実施したニ

ーズ調査の結果を見て精査をしたいと考えています。 

 ５番目です。公立保育所の運営費については、国負担分２分の１、都負担分４分の１、

市負担分４分の１の割合で負担してきたところですが、三位一体改革、これは補助金の

削減、税源移譲、地方交付税改革を三位一体改革というんですが、三位一体改革により

一般財源化されたところです。 

 本来であれば、ご指摘のように、地方自治の観点からは望ましいことと言えますが、

一般財源化に伴う財政措置は地方交付税の基準財政需要額、基準財政需要額というのは

地方公共団体が合理的、妥当な水準の行政を行う際に必要な経費を、福祉、教育などさ

まざまな行政分野ごとに算定して合算したものですが、基準財政需要額への当該経費の

参入にとどまっていることから、一般的に市の財政負担が増している傾向があります。 

 市としては、全体の財政状況等を総合的に判断し、歳入が見込める事業については積

極的に歳入の確保を図るべきと考えています。 

 ６番目です。具体的な保育施策に関する収支計画はございませんが、子ども・子育て

支援新制度の中では待機児童をなくしていく施策を行っていく必要があり、その事業計

画を策定する必要があります。その策定作業の中で具体的な検討を行っていきたいと考

えます。 

 ７番目です。民間・公立保育園の決算額の推移については、先ほどお話ししたように

２月１８日の運営協議会で資料提出しているところですが、他の自治体との比較につい

ては、検討した結果、単純に比較することは困難と判断させていただきました。 

 それから、８番目です。待機児童を解消していくためには保育の供給量の確保が必要

と認識しています。保育の供給量の確保には、当然財政負担が生じることとなります。

仮に認可・認証保育所６０人定員を設置した場合の毎年度の運営費として市が持ち出し

となるおおよその額は、認可の場合はおおよそ２，５００万円程度、認証の場合は１，

９００万円程度が想定されるところです。 
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 それから、次は９番目から１２番目までを一括してご説明いたします。 

○三橋委員長  ちょっといいですか。 

○鈴木委員   はい、どうぞ。 

○三橋委員長  このペースでやられてるのも、口頭でやられるやり方もあるかもしれないんですけど、

今の話の中まででも確認というか、わからないところがありますし、あと、もし資料が

あるんであれば、ちょっとそれをコピーをしていただきたいとなと思うんですが。ちょ

っと今の口頭だけではなかなか書き取れないというか、幾つかポイントを聞き逃しちゃ

ったりもして、この後の質疑がちょっとやりづらいなとは思ったんですね。 

○宮田委員   何についての回答なのかがさっぱりわからない。 

○三橋委員長  そうそう。ちょっとこちらもそう思ったんで、ちゃんときちんと文書にしてとかとい

う形でやっているので、やりとりをきちんと記録に残すという意味で。議事録には残る

とは思うんですけども、やっぱり資料として、これに対した回答という形で出してもら

ったほうがいいと思うので。 

○鈴木委員   口頭で今回報告をさせていただきまして、次回、その内容をちょっと整理をして、今

回またご質問があるかもしれませんが、資料として提出させていただくという形でいか

がでしょうか。 

○三橋委員長  うん、まあ。ただ、ちょっときょうは質疑がしづらいなということはありますけれど

もね。そこまで回答を用意してあるんだったら、前々からあるように、事前に送っとい

ていただけたほうが本当はいいとは思いますので。それじゃあ、きょうは本当に聞きお

くというか、ポイント部分だけ何か確認するような、そんな感じですかね。 

○片桐委員   市のやりとりというのは、こういうのが一般的なんですか。一生懸命聞いてるんです

けど、やっぱりかなりそれを聞いても、この後質問もできないし、気になってるところ、

次の質問を考えてるうちに忘れていっちゃうぞみたいな感じで。今回はしようがないの

で、次回は文書で出してもらうとしても、こんなやり方してたら、一つのことに対して

２回か３回、回を重ねないと、中身について議論できなくなっちゃうので。 

○三橋委員長  口頭で仕方がないのなら口頭で仕方がないと思うんですけど、このレベルであれば、

文書にして出してもらえるんじゃないかなと僕は、通常の常識感覚というか、できるの

かなと思ったりはしますね。 

 どうしますか、このまま、とりあえずやってもらいますか。 

 一回、この今のところまででもう一回、聞き漏らしたところ、確認したいところとか
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という形のほうがいいですかね。１番のところまででも、幾つかあるんじゃないかなと

僕は思いますけど。 

○片桐委員   正確さを欠くので、質問するのもちょっとはばかられます。 

○三橋委員長  わかりました。 

 じゃあ、とりあえずざっと言っていただいて、もう次回に。今回は質問まで行かない

で、次回かなという感じかと思いますけど。 

○鈴木委員   申しわけございません。続けてさせていただきます。 

 それでは、９番から１３番までですね。現在の保育園の体制では、延長、休日、障が

い児保育等の拡大は難しいと考えています。保育サービス拡充には人の確保が必要です

が、当然、正規職員、非常勤嘱託職員、臨時職員を問わず、採用に当たっては財政的な

負担が生じてくることとなります。 

 それから、１４番目、公立保育園５園のうち、けやき保育園を除く４園については、

いずれも築３０年以上経過している施設です。施設白書において、小金井保育園は老朽

化対策、くりのみ保育園、わかたけ保育園、さくら保育園については耐震補強工事等大

規模改修を実施済みですが、バリアフリー対策、環境対応の必要性が指摘されていると

ころです。 

 今後、平成２６年の３月に示された公共施設マネジメントの構築に向けた取組として、

公共施設の維持、保全に係る全庁調整、横断的体制の構築に向けた一定の方向性が示さ

れており、この取り組みの中で今後検討していくこととなります。 

 １５番目、公立保育所の運営費につきましては、先ほどもお話ししたとおり国負担分

２分の１、都負担分４分の１、市負担分４分の１の割合で負担してきたところですが、

三位一体改革により一般財源化されています。後段の部分につきましては、先ほどお話

ししたとおりで、全体の財政状況を総合的に判断し、歳入が認められる事業について積

極的に歳入確保を図るべきと考えているところです。 

 それから、１６番目です。一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を

目指して、平成２４年８月に子ども・子育て関連三法が成立し、この法律に基づき、平

成２７年４月から子ども・子育て支援新制度が全国的にスタートする予定となっていま

す。新制度では、乳幼児期の教育、保育の総合的な提供や待機児童対策の推進、地域で

の子育て支援の充実を図ることとなっており、課題解決に向けた協議が必要と考えてい

ます。 
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 １７番目、子ども・子育て支援新制度においては、乳幼児期の教育、保育の総合的な

提供や５年間での待機児童の解消、地域での子育て支援の充実を図ることとなっており、

具体的な内容は今後状況を確認し検討していくこととなりますが、そうした施策の推進

には多くの経費が必要となると考えています。 

 １８番目、課題解決に向けた対応。現在、本市は危機的な財政状況にあり、将来的に

も財源不足が予想されているところです。景気低迷により市税収入が伸び悩む一方、歳

出面では扶助費を中心として社会保障費が大幅な増加傾向を示しており、市政運営を取

り巻く環境は大変厳しくなっており、この間、市民サービス維持のため計画された事業

の延伸や見直しを行うとともに、歳入を確保するため財政調整基金や繰越金の活用、臨

時財政対策債の発行により対応してきましたが、取り組むべき課題が山積する中、基金

残高は急激に減少し、国の制度変更により臨時財政対策債も発行抑制され、財政対応力

が著しく低下するなど、早急に対応を講じることが求められているところです。 

 １９番目、保育業務の総合的な見直しの課題解決に向けた対応は公立保育所と関連す

るものです。子育て広場事業、園庭開放については、一部の民間保育所でも実施をして

います。 

 ２０番目、今後、運営協議会の中でご議論をいただきたいと考えています。 

 それから、２１番目から２２番目ですね、こちらにつきましては、別途資料を調整し

て提出させていただきたいと思います。 

 それから、２３番目の財政効果につきましても、別途資料を調整し、提出させていた

だきたいと思います。 

 それから、２４番目、保育業務の総合的な見直しについては、限られた財源の中で課

題を解決し、公立保育所として果たしていくべき役割を担っていくために、公民それぞ

れの役割を分担し、効率的に保育施策を実施していくというもので、決して補助金の確

保を目的として保育業務の総合的な見直しを行うというものではございません。 

 質問事項のまとめにつきましては、幾つか別途調整をして資料を提出させていただき

たいと思います。 

 説明については以上です。 

○三橋委員長  個別のところは、先ほどの話であったように、今どうとかということはないと思うん

ですけれども。 

○鈴木委員   すみません。テープ反訳が委託になるので、名前の確認をお願いします。 
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○三橋委員長  はい、わかりました。話すときに名前をちゃんときちんと言ってください、あるいは

委員長がきちんと指名してくださいということなので、そのようにお願いします。 

 ということで、すみません、僕が全部やればいい。三橋ですけども。 

 言いたかったことは、今この場で、とりあえず次回に資料を出してもらうに当たって

ちょっと言っておきたいこととか、ここだけはということが、もしあれば。伺う方も大

変でございますけど。いいですか。 

 じゃあ、ちょっとまずは文書で資料をいただいて、できるだけこれは、すぐにできる

と思いますんで、送っていただいて、こちらのほうもそれをもとに検討する時間をちゃ

んととればいいかなと思います。 

○川村委員長  それでは、今説明した内容につきましては、文書でお送りするということでよろしい

でしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○川村委員長  よろしくお願いいたします。 

 では、この保育業務の総合的な見直しにつきまして、何かほかにありますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 それでは次に、議事の⑶保育ニーズ等についてを議題といたします。 

 資料の説明を行います。 

○鈴木委員   では、私のほうから資料２９のほうを説明させていただきます。 

 前回の運営協議会の中で、どれくらいの人数、年齢制限を撤廃し受け入れ定員を撤廃

したときにどれくらいの人数がというご質問がございました。他の市の状況を調べて、

１市だけなんですが、本日出させていただきました。 

 市名についてはちょっと伏せさせていただいて、Ａ市ということで、公立保育園が１

０園の市であります。それぞれの児童数というところが、１０園のそれぞれの入所児童

数です。障がい児の入所数が、その右の欄にあるとおりの数字となっています。１人か

ら６人までという形で、大体１桁の数字が入っているところです。割合につきましては、

障がい児入所数とその園の児童数の割合ということで記載させていただきました。この

児童数につきましては、平成２５年１０月の時点で調査した数字ということで出させて

いただいております。 

 それから、本日、三橋委員長のほうから作成いただいた資料を資料３０としてお配り

しております。 
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 委員長のほうから、何かございますか。 

○三橋委員長  いつものとおり、前回議論したことをちゃんとまとめておかないと、口頭だけでは、

いわゆる議事録だけで終わってしまいますので、まとめていく必要があるかなという中

で、メモを出させていただきました。 

 メモの１番のところでは、これまでの経緯ということで、会議の中でも確認しました

のびゆく子どもプランと五園連の要望の話。あと現状の評価については、対象年齢と定

員と障がいの程度による受け入れの差について、ここでは載せていただいてます。 

 ただ、定員については、実際には、１０名とかになっても、障がいが後から見つかっ

た場合というのは定員に含まれないということで１５名になっているということで。 

 すみません、メモのその後の部分ですが、字体が変わってますけど、実際は変えるつ

もりはなくて、外に出すときは全部同じ文体にしたいと思います。 

 あとは、これ実際に拡充する上での論点では、ここから出てきまして、入所の選定方

法、ここは健常者と同じ基準になることによって、かえって受け入れがされにくくなる

可能性があるということで、これは一定の優先的な基準を設けることを庁内で今検討し

ていただいているという話でした。あとやはり議論として一番時間をとったのが、障が

い児にかかわる保育士の体制ということで、現状、１人の障がい児に対して１人の保育

士が対応しているというところで、各委員、それぞれによって立場がありますからね。

ちょっとここのところを特に見ていただいて、もし言ってることが違うとか、もうちょ

っとこういう言い方を、こういうふうにまとめてほしいとかというのがあれば、どんど

ん言っていただければと思いますけど、当局側のほうからは、他園では１対１の対応の

園は余り多くなくて、むしろかかわらないほうがよいという意見もあるというようなお

話があった次第です。 

 園長先生のほうからは、常に１対１で保育をしているわけじゃないけども、児童の気

持ちを安定させるためには必要な場面に即応できることが大事で、１対１というのは大

事なシステムだというようなお話があったというのが一つですね。 

 あとは五園連側の人のほうからは、体制を変えるのは、人減らしが目的ではないかと

か、あるいは保育の質が下がるようなことにならないような検討の仕方を慎重にすべき

だといったような話がありました。それできょうのところで、資料を出していただきま

したけれども、実際、年齢の撤廃ですとか定員枠の撤廃を行ったときに、具体的にどん

な構成人数になるのか、これも市側と意見が大分食い違っているところが若干ありまし
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たので、余り変わらないという意見もあれば、やはり定員拡充化していくんだというよ

うな話もありましたんで、これをどういうふうに調整されて、かつどういうふうにして

いきたいのかというところを評価してくださいという意見が出ていたので、きょう、資

料２９は見てきたというふうに理解をしています。 

 ここまでで、どうですか。 

○鈴木委員   補足、よろしいでしょうか。 

 ちょっと文部科学省のホームページとかいろいろ調べていて、保育園に対する部分だ

けではないんですけども、参考になりそうなのがあったので、メモをちょっとつくって

きたんですけども、近年、特別支援学校や特別支援学級に在籍している幼児児童生徒が

増加する傾向にあって、２３年の５月１日現在なんですが、義務教育段階において特別

支援学校及び小・中学校の特別支援学級の在籍者、それから通級で指導を受けている児

童生徒の総数の占める割合が２．７％という数字が出ています。 

 また、学習障害や注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等、学習や生活の面で特別な教

育的支援を必要とする児童生徒数については、文部科学省が平成２４年に実施した調査

によりますと、約６．５％程度という数字が出ています。そのことから、通常の学級に

在籍している可能性が約６．５％程度あるというふうに見られているようです。 

 仮に保育園で、先ほどお話しした２．７％、仮に数字を丸めて３％、それから６．

５％を７％と仮に想定すると、１００人定員の園の場合、３人から７人程度の入所者が

予想される。１００人の定員の中でですね、その中に大体３人から７人程度が想定され

るかなというのが、この数字から単純に見た数字であります。 

 私のほうから補足は以上です。 

○三橋委員長  ありがとうございました。 

 前回に引き続きというような形になりますけども、延長保育の時間とか当面の課題も

ありますが、ご質問とかご意見とか、もしあれば。 

 僕のほうからなんですけども、今日いただいた資料も、１％台とかありますけど、平

均で見ると４％ぐらいですか。大体おっしゃられた３から７％の範囲というのがありま

すというところで、小金井市においても、例えば「きらり」があったりとか、あとはま

た、公立の保育園に入りたいというか認可の保育園に入りたいという中で、他市以上に

ふえてくる可能性というのは若干あるのかなというような意見等も聞いてはいたんです

けども、仮に、じゃあ３から７％としたとして、ちょうど５００人前後、５００世帯ぐ
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らいですかね。大体３５人マックスですか、３％。１５人から３５人ぐらいいうのは、

これは現状と比較するとどれぐらいふえるんでしたっけ。 

○鈴木委員   現状がたしか各園２人で１０人、プラス、それから在園児の中から配慮が必要という

ことで加配してる子どもが各園２人か３人ぐらいですかね。 

○三橋委員長  前回の資料では１５名となってますよね。 

○鈴木委員   ええ。 

○三橋委員長  １５名とすると、今がじゃあミニマムぐらいで、多くなると２０名ぐらいさらにふえ

る可能性があると。 

○鈴木委員   そうですね。 

○三橋委員長  というようなこと、ここはよろしいですかね。まずここの評価というか、ここに単純

に当てはめると。 

 じゃあ２０名ふえたときにどういったような対応というか対策を考えなければいけな

いのかということについて、これについてはどういうふうにお考えですかね。仮に２０

名ふえた場合は。 

○鈴木委員   基本的に、定員を撤廃した場合には、仮定ですけども、それぐらいまでふえていく、

全体で３５人程度までふえていくのかなというふうに考えています。 

 そうしたときに、課題といいますか議論になるのが職員配置ですね。そういう部分が

議論になっていくのかなというふうに考えております。 

 ちょっと参考までに、ちょっと古いんですけど、平成２２年１２月１５日に子ども・

子育て、当時は新システムと言ってたんですが、新システム検討会議作業グループの中

で出てきた資料なんですけども、障害児保育職員配置基準の状況というのが、その中で

数字が出てきています。１対１が２％の自治体で対応、１対１。２対１が１７．６％、

３対１が３１．４％、４対１が７．８％、その他が４１．２％という状況になっていま

す。 

○三橋委員長  その他が何％ですか。 

○鈴木委員   その他が４１．２です。 

○三橋委員長  これはどういうふうに理解したらいいんですかね、その他というのは。 

○鈴木委員   全国的に見ると、１対１というのは非常に少数派になるという状況もありますし、た

だ、その保育の内容についてどういう形でやってるのかというのを、我々は１対１でや

っておりますが、他の市もですね。例えば２対１とか３対１がどういう状況になってい
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るかというのは、細かくはちょっとわかっていない状況なので、そういうところも今後

見ていきたいなというふうに考えているところです。 

○三橋委員長  他市でも個別に何かいろいろ対応しているんですよね。 

○鈴木委員   その他ですね、障がいの程度に応じて基準を設定しているというところもあるようで

す。 

○三橋委員長  そういうことなんですね。 

 簡単に言ってしまえば、こういったところを参考に、小金井市でも新しい基準をつく

ったり、そういうことですかね。 

○鈴木委員   そうですね。障がい児に対する職員の配置という部分につきましては、どういう形で

いいのかというのは、そういう他の事例も参考にしながら決めていきたいというふうに

考えております。 

○三橋委員長  ご意見、どうでしょうか。 

 前回も話がありましたけれども、ニーズというか、かかわりの必要な障がいを持たれ

ている方が保育園に入りたいという、個々のニーズについては、積極的に市のほうも対

応していくという形のある中で、それ自体悪いことじゃないというふうには思いますけ

ども、あとはそれをじゃあ具体的にどういうふうにやっていくことができるか。それに

よって五園連側の指摘に質が下がることにならないかといったところについて、今、特

にその場でご意見とか。園の、前回、ちょっと一応考え方というか、お話はいただいた

と思うんですけども、改めてここだけはとか、あれば。また別途議論の機会はあるとは

思いますけども。 

○宮田委員   先ほど全国的に１対３が主流というか、３１．４％でしたっけ、占めているというこ

となんですけれども、その１対３というのは、１人の先生で３人の障がいを持っている

お子さんを見るというルールなんですか。それとも障がいを持っているお子さん１人と、

２人は健常児、そういった形になってるんですか。ちょっとその辺のイメージがよくわ

からないんですけど。 

○鈴木委員   さっきの１対３とか２対１というのは職員の配置基準ですので、職員１人が１人の障

がいをお持ちのお子さんを見ていたら１対１、２人見てたら１対２という。 

○宮田委員   じゃあやっぱり保育士の配置基準と一緒で、障がいを持っているお子さん３人に対し

て１人で見ているというイメージということでいいんですか。 

○鈴木委員   はい。 
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○宮田委員   何か物すごい大変なイメージが私の中にはあるんですけれど、１人で３人を見るとい

うのは。 

○小泉委員   それは一斉保育というか、クラスの中でそういう状況ということなんですか。それと

も、この間何か、ちょっと私も名前を忘れてしまったんですけども、障がいの子たちの

ための療養施設というか、障がいを持ってる子たちのための、その子たちがその専門の

施設みたいな、その中で１対３でやっているということだったんじゃないかな。それと

はまた別で、集団の、例えば２０何人入所の縦割り保育とか、２０何人とかいるような、

１０何人とかいるような中で、障がいのある子たちを３人に対して保育士１人という体

制ということなんですか。 

○鈴木委員   今お話ししたのは、保育所における障がい児に対する支援ということになってますの

で、お話の中にありましたような幼児通所訓練施設、去年の９月末までピノキオ幼児園

というのが市にありましたけども、そういう通所訓練施設とは違う、通常の保育の中で

ということでございます。 

 年齢別なのか、それともどうなのかというのは、ちょっとこの今手元にある資料の中

からはちょっとわからないんですけども、通常の保育の中でそういう対応でやっている

ということです。 

○小泉委員   本当にその子その子によって、障がいを持っているお子さんって、ひとくくりに言っ

ても、全然実態が違うと思うんですね。どういうところに難しさを持っているかとか、

集団の中で全体に対しての声かけがどの程度その子に届くのか、指示が入っていけるの

かというのは、その子によって全然違うと思うんですね。 

 小学校でもやっぱりそういう障がいを持っているお子さんが通常学級に入ってきてい

るお子さんもいますけれども、その子に対して支援員さんという形でついている場合も

ありますので、そういう場合は１対１だと思うんです、大体が。 

 保育園でどういうふうな形で入ってるのか、私もよくわからないんですけれども、お

ととし保育参観で見たときに、恐らく１人の方が１人の子に、障がいのある子だと思う

んですけども、ついているような場面を見たときに、その子がずっと泣いてるような状

態だったんですね。本当にその方の担当されてる方は毎日大変だろうなというような感

じを、私も印象を受けたんですけども。その様子を見ていると、とても１対３で見られ

るような状態ではなかったなというふうに思っているので、本当に１対３というふうな

形が、どのぐらいの年齢なのかとか、本当に個別に見ていかないと、よくよく見ていか
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ないと難しいんではないかなというふうに思います。 

○八下田委員  小金井保育園の八下田です。小金井市で今後受け入れ定員なしで全年齢対象で障がい

児枠を設けた、障がい児を受け入れた場合、例えば１園に３人入って、３対１の保育士

さんを考えている場合、ゼロ歳と２歳と４歳とかで３人入ったら、その３人に対して１

人つくっていうことですか。そしたら、その１人の先生が、朝はゼロ歳行って、昼は２

歳行って、午後は４歳行ってとかって、そういうことになるということですか。 

○鈴木委員   実際の、小金井の場合は１対１でやってますので状況はわかるんですけど、ほかのそ

ういうところがどういう対応をしてるのかというのは、申しわけございません、つまび

らかに把握しているわけではないので、これについては確認したいと思います。 

 ただ、実態として、ほかの市の状況なんかを見ても、さまざまな、１対幾つとかとい

う配置基準でやっているという状況がありますので、きちんとした保育をされていると

いうふうに思っていますけど、内容については確認したいと思います。 

○三橋委員長  すみません、今のところなんか結構大事で、本来であれば、３対１ということであれ

ば、ちゃんと逆に確認をした上で、こういうところで３対１とか２対１とかがいいとか

ですね。例えば単純に数字合わせで２対１だったら大丈夫というのではないと思います

けども。仮に障がい児枠拡充の方針になったと場合、今の話にあったように、いろいろ

と別のところで運用で対応をを変えたりしているのではないですか。、何よりもその他

が４１％もあるということで、やっぱりいろいろと考慮すべき点があり、例えば先ほど

から話があるように障がいの程度とか、そういったのでも違ってくるとは思うんですよ

ね。もちろん都度都度というような話で、なかなか受け入れが進まないとかいったら、

それで困っちゃうかもしれませんけども、やっぱりそういった実態とかはしっかりと調

査なり、内容を理解した上で、人数のこの意味というのはどういうものかというのは示

していただきたいなと思うので、ちょっとそこのところはできるだけしっかりと確認を

していただきたいなと思うわけです。 

○片桐委員   今、三橋委員長も言ってましたけど、内容、実態を把握してないのに、この議題が、

この提案が市がされたということを考えると、要するに３対１が先にあって、３対１あ

りきでやる、３対１でやれてるところがあるんだから３対１というような形で話が進ん

できたんじゃないかなというふうに思っちゃうんですよね。だって、内容をわかってな

いんです、でもやれてるはずです。だから、何に食いついたかといったら、３対１に食

いついて、やれるということを、どこかでやってるからやれるみたいだからここでもや
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りたいというふうに見えてしまうんですよね。そういうふうなものを、じゃここで本当

に議論しなきゃいけないのかなと思うんですよ。内容の問題じゃないと思うんですよ、

出発点自体が。３対１ありきのところで。こういうふうに、こんなことを実践している

ところがあって、内容はこんなふうで、こういうふうでもやれるんだよ、こうやって安

全確保もしてるんだよ。だから小金井市でもやれるんじゃないかという中で提案があっ

たんだったら、それはここで議論する内容なのかもしれないけれども、単純に３対１の

数字から始まってることだなと思うと、要するに内容を、今、内容を話せる状態じゃな

いということなわけですよね。市のほうも把握してないわけですから。だから、この３

対１、障がい児に対する３対１の話というのは、既に今ここで議論できる状態じゃない

というふうに僕は認識しますけれども。 

○三橋委員長  別にこの障がい児保育に限らずだと思うんですね。総合的見直しの議論をする中で、

こちらで質問として上げさせていただいているところというのが、やっぱりこの中身の

実態なりそういったところを踏まえてきちんと対応していくなり議論してほしいという

のは、常々言っているところではあるので、片桐委員のおっしゃることはよくわかる。

そこはよくわかるところはありますけども、まずはこうやって議論をすることによって、

市がどういうような、市がどこまで今対応されていて、どういうようなステージなのか

というのが、そこでわかることもありますので、協議そのものをどうとかというところ

は、またちょっと次の、本当にそれで議論するとかないとかだったら、またちょっと検

討が必要かもしれませんけど、今、現状そういったところが１個１個わかってくるとい

うか、そういったところが見えてくるということも含めて、この場で議論をしてるとい

うことだと思います。 

○片桐委員   そういうことであれば、やっぱりここで議論する前にきちっとそういう内容だとかを

市が把握して、今のところ数字というか、何かこま合わせというか、保育の中身の問題

に触れてるようで触れてないんだと思うんですよね。保育所の体制をどうするかとか、

正規職員だか臨時職員に何十時間の者を何人入れてどういうふうにしてとかという、何

かパズルやってるみたいな感じで、実際、本当はここで議論しなきゃいけないのは、こ

ういう保育の中身をこういう形でやりたいという提案があることについて、こちら側は

疑問点だったりとか心配に思うことだとか、もっとこういうふうにやらなきゃいけない

んじゃないかとかということを話すべきだと思うので、単純にこういうふうにやります

というときに、その中身のものが一緒についてこないということ自体がやっぱり準備不
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足というか。なので、そういう実態だということを知れば知るほど、どういうふうに保

育を考えてるのかなと、不信感にもなっていっちゃうので。そういう現実なんだという

ことを知れたのはいいんですけど。だけどやっぱりもうちょっとちゃんと議論するには

準備が必要だというふうに思います。 

○三橋委員長  ご指摘のとおりだと僕は思いますけども、もし何か。 

○川村委員長  おっしゃることはわかるんですけども、ただ、ニーズとしてね、やはり障がい児の枠

撤廃、年齢撤廃、それを実現させるためにどうしたらいいかというところを今、ご提案

をさせていただいてるんですね。 

 先ほど鈴木が申し上げたのは、一定データとしての数字であり、これが根拠があるか

どうかというのはまた別としまして、実際にやってる自治体があるということをお示し

をさせていただいたものですね。 

 この自治体によってやり方というのはいろいろあると思うんですね。一概に比較がで

きないというところは確かにあるんですけれども、今、小金井で実際、１人に対して１

人の非常勤、定員は１０名。しかしながら、実際は１５人お入りいただいて、それなり

の職員配置をさせていただいてます。これがやはり人数がふえることによって、マンツ

ーマンが果たして全てにマンツーマンで必要なのかというところの、ここになってくる

と思うんですね。一定、今の障がい児保育というのは、集団生活に適応できる子どもさ

んをお預かりしているという一定のその条件の中で、果たして１対１が本当に必要なの

かというところにもなると思うんですね。 

 実際、配置基準は１人に対して１人、３人に対して１人とかという配置基準があるん

ですけれども、実際は療育施設ではないので、１人に対して１人がずっとついてるわけ

ではない。集団の保育の中で、やはりたくさんの目が必要だというところで、それが１

人に対して１人の目が必要なのか、それは３人に対して１人の目があってもできないか

というところで、その辺はいかがなのかなというところなんですね。 

○片桐委員   すみません。それは前回のときにも話していたことで、常にずっと１対１でなければ

ならないかどうかというところは、いろんなパターンがあるんで、そうではないかもし

れないけれども、瞬間的に１対１でなきゃいけないことがあるから、今だって１対１が

ついてるはずなんだと思うんですよね。 

 前回の、今ちょっと僕も確認したんですけれども、私がどう発言したかなと思って確

認したんですが、１対１でなきゃ、ずっと１対１でなきゃいけないということではない
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のかもしれないけれども、１対１にならなきゃいけない瞬間が３人の中の２人に同時に

あらわれたときはどうするのかという問題が必ずあるでしょうということを、僕はそう

いうところを危惧してるんだというふうに発言をしているので。 

 ちょっとこれは話がずれますけれども、この三橋委員長がまとめたところも、五園連

側が出してるというところで、保育の質が下がるようなことがないように検討すべきと

いうふうになっているけれども、基本的に僕は今の段階では反対だというつもりで発言

をしているので、この文面でいくと、落ちなければやっても、やることは構わないです

よというふうにも読み取れるので、ちょっと文面を少し修正をしていただきたいなと、

ちょっと後で言おうと思ってたんですけど、ついでに言っちゃいます。 

 ということなので、川村委員長が言うように、１対１が本当にいいのかというところ

は、それはいろいろな検証があるので、常にずっと１対１でいることがいいのかどうか

というところはあるかもしれないけれども、瞬間的に１対１にならなければいけない可

能性を持ってる子たちの、そういうところをフォローできなくなることについて危惧を

してるということを理解をしていただきたい。 

 それから、障がい児の定員枠を外すということは、それはやれるんであればやってい

ったほうがいいだろうなとは僕も思います。ただ、今のやり方でいくと、保育園の定員

がそれに見合うぐらいふえていない中でふやすということになると、保護者間、保育園

に入りたいと思ってる人たちの中で一種敵対関係が生まれるわけですよね。そこの枠を

ふやすことによって、健常児で入れるはずだった、その枠があれば健常児として入れた

かもしれない人たちが入れなくなるという可能性が出てくるわけで、どっちのニーズ、

そのときの、悪い言い方をすると、どっちのはやりのニーズをとるかみたいな話になっ

ていて、この枠を、全体のパイを大きくしていないのに、ここだけとったから全体が丸

くなったでしょうという話にはならないと思うんですよね。やるんであれば、ちゃんと

そういうところも、そういう人たちのニーズも受け入れられるようにふやしました、枠

をふやしましたという。ただ詰め込めばいいというわけじゃないので、そこは手当ての

方法がちゃんとある、考えなきゃいけないとは思うけれども、単純に枠をとって、定員

枠をとって障がい児に枠を広げたから、これでサービス向上したというふうには、実は

父母の間の中では言いにくいわけですよね。障がい児の枠がなくなって障がい児がいっ

ぱい入ってくるようになったから、健常児が入れなくなったから、それは嫌だなって、

現実には思っちゃうわけですよ、待機児童になる人たちというのは。だけど、それは今
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の世の中、そんなことを言えるような状況ではないし、言うべきではないし、当然広げ

ていかなきゃいけないことなんだから。だけど個人が持ってる、いわゆる困難なわけで

すよね、保育に欠けてる子を持ってて仕事に行かなきゃいけないのに預けるところがな

いという困難に直面している人たちにとってみれば、そういうふうになってしまうよう

なことを、そういう何か物をつくってしまうということ自体が、ちょっと何か片手落ち

というのはどうなんだろう。ちょっと成熟してないなというか。 

 枠取ることは大事だと思うんですよ、おっしゃるように、２人しかいないから、どう

せ公募しても入れないわと思う人たちを減らして、ちゃんと応募してもらうということ

は大事だと思うんだけれども、その反面、応募する枠に対して応募してくる人たちがた

だふえただけになっちゃうわけだから、じゃあ実際それでいいんですかというところは、

もっと大きな視点で捉えれば、ただそれでサービス向上しました、市民のためになりま

したということにはならないんじゃないかなということも、若干、前回から疑問に思っ

ています。 

○川村委員長  でもそれは、公立保育園に限らず、認可保育所全てに言えることで、あるいは認可外

保育所でも同じことが言えると思うんですね。 

 障がいがあるなしで利用が狭められるということにはならないと思います。ですから、

障がいのある子どもさんの間口が広がったから、障がいのない子どもさんがそれによっ

て待機児童になるということにはならないと思います。それは同じ、平等だというふう

に私は考えているんですね。 

 ただ、障がいのある子どもさんの親御さんは比較的就労時間が短かったりということ

で、加点の話が出ましたよね、優遇措置。そこの部分は非常に難しいところではあると

思うんですね。ですけれども、障がいのあるなしによって待機児童になっていくところ

に、私はつながらないというふうに考えております。 

○三橋委員長  議論の整理の仕方として、今の話というのは、待機児童なり、パイをふやさなきゃい

けない。この話というのはまずあると思うんですよね。そのあたりももちろん必要で、

それは片桐委員のおっしゃるとおりだと思います。その話と、今、川村委員長のほうか

ら話があった、要は障がい児と障がい児でない者を、じゃあどういうふうに基準をつく

って入所の土台に乗っけるかと。今は、考えたらこれは幾つかあって、やっぱり障がい

を持たれてるから保育に欠けるというか、困っていると。そういう人は優先的に入れよ

うというような考え方もあれば、これはどちらかというと体制なり受け入れなりやっぱ
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りバリアフリーの問題なりいろいろとあると思うから、そういうところでちょっとでき

なくて定員枠という形でやってるケースとかという話がある中で、今の話、川村委員長

の話というのは、基本的に平等にしたいと。どちらも同じような基準でやりたいと。た

だ、その同じ基準でやると、点数の問題が、今のをやるとしたらどうかといった話があ

るので、前回からある３の①のさらに受け入れがされにくくなる可能性があることにつ

いてどうするかという話があるということですよね。 

 ですので、ちょっと２つの問題があるとは思うんで、定員の拡充の話については、ま

た別途、もっともっとやってほしいという話があるという一方で、今もこの入所の基準

についてはもうちょっと具体的に、じゃあどういうふうにやるのか、どういうふうな方

法でやるのかというのが、やっぱり具体性がないと議論がなかなか、抽象的な話に行っ

てしまうので、そういうのを含めて、もうちょっと市のほうでも練って提案をいただき

たいかなと、そういうのがあります。 

 もちろん我々のほうも、市が１００点完璧な答案を出してこないと議論ができません

とか、そういうことではないと思いますし、やっているところがあるというんであれば、

そういうのを勉強するのにこしたことはないんですけど、ただ、ちょっと今の議論のや

り方だと、議論の進め方として、今これ２回ですけども、何カ月かかるのかなというと

ころですとか、あるいはほかのところについてもやっぱり中身についてもうちょっと理

解なり議論を深めたいというところがありますので、これについてはちょっと今後の議

論の進め方に結構大きく影響してくるところですので、しっかりとお伝えいただきたい

というふうに思います。 

 ほか、どうですかね。 

○市川委員   私も健常児と障がい児の方が平等であるべきとは思うんですけれども、単純にサービ

ス向上といったところで、枠をじゃあ広げましょうって簡単に言える話かなというのは

実際感じるところで、ここに３対１、３１．４％というのが主流ってありますけど、私

の中でぱっと聞いたイメージだと、例えば３０人のクラスに３人例えば障がいの方がい

て、その程度はちょっとわからないですけど、３人障がいの方がいて、それを先生を１

人ふやして、本来３人の担任の先生のところを１人ふやして４人で全体を見るというイ

メージとして何か捉えた部分があるんですけど、そうだったときに、やっぱり片桐さん

がおっしゃってたように、瞬間的に、本当そういうお子さんって、実際の現場で保育士

さんたちが保育されていて、突然手が出たりとか、障がいがないお子さんに対して、危
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害を加えるって言ったら言い方おかしいんですけれども、そういった瞬間というのは、

思わぬことというのが事故につながるということがたくさんあると思うんですよね。 

 なので、３対１、１人ふやしたから、３人入れて１人ふやしたから、じゃあ解決され

るというような単純の話ではないと思いますし、何対何とかという以前に、そういうこ

とに精通した保育士さんというのが必要かなと思います。単純に保育士さんが１人ふえ

ればいいということではなくて、そういう障がい児のことを理解して対応できる保育士

さんというのが必要だと思うんですね。なので、現状の保育士さん不足といったところ

に、さらにそういうレベルの高い保育士さんというのを導入しなくちゃいけないという

ところで、かなりハードルが高いなというふうに私は感じていますけど、必要であるし、

そういうお子さんがふえているのは現状だと思いますんで、市として対応していくべき、

すごく難しい課題なのかなというふうに思います。 

○川村委員長  先ほどのデータでも、その他が４２．何％でしたか。それはやはりまさにいろんな障

がいの程度によって、基準は３対１であっても４対１であっても、さらに加配をすると

いう場合もあるのかなという、そこだと思うんですね。ですので、一定の基準は基準で、

それなりの配置が必要かなというところも考えるところでありますけども、ちょっとそ

の辺については、もうちょっと詳細に調べさせていただきたいと思います。 

○三橋委員長  ちょっと時間も大分過ぎてきたんで、もしよろしければ次の議題に入ろうと思うんで

すけど、これだけはというのはありますか。 

○東海林委員  今のお話を聞いててちょっと思ったんですけど、今、障がい児の話になってますけど、

保育の質に絡む話ですと、父母のほうって、もっとよくもっとよくって発想が基本的に

はやっぱりあるんで、どうしてももっともっととなってくると思うんですね。それに対

して、ちょっとそれだと難しいというお話を多分今いただいてるんだと思って、今の１

対１は維持できませんということをおっしゃってるんだと思うんで。 

 その背景って、ちょっと嫌な話なんですけど、どうしてもお金の話ってあるんだと思

うんですけど、そこが今までの議論って逆に全く出てきてなくて。例えば１対１だと経

費はやっぱりこれだけかかっちゃうと。だけど、それを３対１にするとこれだけ、言い

方はあれですけど、浮いて、逆に言うと、先ほど片桐委員がおっしゃったようなパイの

増加というんですか、待機児童の解消についてこれだけ使えますとか何か、そういうお

話があれば、今よりも若干１・１が維持できなくてというのの考え方も何となくわかる

んですけど、そこがないままに、１・１ができないので３・１でとかって、そこの数字
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だけ出てきてしまうと、どうしても納得しづらいんだと思いますよね。なので、どうし

てもちょっとお金の話だとあれなのかもしれないですけれども、もうちょっとそのあた

りの話も聞けたらなということを思うんですけれども。 

○川村委員長  今、東海林委員のおっしゃったとおり、言い方はあれですけれども、具体的にお金の

ことって、今は非常に、今の段階では難しいところですけれども。そもそもこの見直し

の提案をさせていただいたのは、やはり保育サービスの拡充であり、待機児童の解消の

ために、市ではたくさんの財源を投入してきたということです、これからもね。さらに

保護者の皆様が求める保育サービスの拡充をするためには、今よりお金をどんどんかけ

れば、それはいいサービスが当然、幾らでもお金かければできるわけですけども、この

財政が厳しい中で、いかにお金をそれほどかけずに皆様のご要望にお応えできるかとい

うところが、やはり一番の根底になるかなというふうに思っているところでございます。 

○東海林委員  もう一つ具体的な額を聞きたいというか、その根拠があるか、妥当性も含めてという

ところがあると思うので。 

○川村委員長  そうですね、いずれ金額については、財政的なものもお示しをしていかなければなら

ないかなというところではありますけれども。 

○三橋委員長  おっしゃるとおり、お金の話というのは、先ほどから総合的見直しの中でも出てきて

いて、それについてはこちらのほうも大分質問はしてます。ただ、お金の話ありきにな

ってしまうと、そうすると、まず制約条件になくなってしまうので、議論の仕方として、

今やるべきことというと、まずはあるべき公立保育園なりあるべき保育の姿を確認した

うえで、一定の制約なりなんなりという中に、先ほどからある人の話とお金の話ですよ

ね、そういうのが当然出てくるということだと思いますので、そのあたりの話というの

は、一通り議論が出てきた後に、最終的にじゃあ保育士に対してはどうなるのか、ない

しお金というのはどういうふうになっていくのか、待機児童の解消とかそういうのにお

金がどれぐらい必要だとかという話というのも、どこまでできるかというのはあります

けれども、できる範囲でやっていきたいなとも思ってますので、またよろしくお願いし

ます。 

 よろしいですか。ほか、いかがですかね。 

 じゃあ、ちょっと大分過ぎてきましたけれども、どうしましょう、延長保育の話は次

回にしますか。当面の話のほうが先ですかね。 

 ちょっとまた大幅な時間延長というわけにもなかなかいかないと思いますので、どう
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でしょうか、ちょっと議題的に。 

○川村委員長  そうですね、はい。それでは、延長保育の……。 

○三橋委員長  ちょっと待って。今、皆さんがそれでよければ。 

 それでよろしいですかね。いいですか、延長保育は次回で。 

（「はい」の声あり） 

○三橋委員長  はい。じゃあそういう形でお願いします。 

○川村委員長  それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 ⑷の当面の課題についてを議題といたします。 

 何かご質問等ございますでしょうか。 

○三橋委員長  当面の課題については、今回、たしかあれですよね。前回、資料が出ているのと、あ

とは待機児童の話をしていただけるんですかね、そういう話を。緊急対策。 

○川村委員長  過日、市長名で文書をご配付させていただいたところでありますけれども、各保育園

で２名の受け入れ児童数の拡充ということで、市としてさせていただくことになりまし

た。 

 この背景といたしましては、市ではこれまでもさまざまな施策を行っているところで

ありますけれども、ここの待機児童の数としまして、今年度についてはまだはっきり数

字は出ていないんですけれども、２５年４月１日現在で１８８名、今年度につきまして

は一次募集の応募人数から見ても１００人程度、やはり昨年より多いところから、待機

児童数も一定増加することが予想される中、２月の２８日に、認可保育所に入所がかな

わなかった保護者の皆様から集団で異議申し立てが出されました。市としましては、こ

れを真摯に受けとめまして、緊急に対策を講じなければならないというふうに考えてい

るところでありまして、あらゆる方策を検討している中で、公立保育園の定員を、定員

ではなく受け入れ数ですね、受け入れ児童数の増加ということにさせていただきました。 

 職員体制といたしましては、臨時職員の加配をさせていただいて、お子様の保育には

支障のないように、職員一丸となって保育を行ってまいりたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 何かご質問等ございますか。 

 各保育園にはご説明に行く予定でございます。先週、くりのみさんのほうに、父母会

の総会がありましたので、土曜日にご説明させていただきまして、今週水曜日からかな、

各保育園にご説明に行かせていただくことになってございます。 



 -24- 

○三橋委員長  ちょっと前回からあるところの。前回のところも、すみません、先月の段階では、ま

だ４月１日現在の非常勤の職員について３名ほどとれてないとか、あとその後５名の募

集をかけてるとは思うんですけど、この待機児解消のあれで。このあたりというのは、

今の現状はどうなってますか。 

○鈴木委員   １１時間パート非常勤につきましては、４月の１７日に２人配置をし、それから５月

１日付で１人配置をする予定となっておりますので、１１時間パートの欠員は今ないと

いう形になります。 

○三橋委員長  ５月１日になれば、一応欠員は、要は解消されるということになってるんですね。 

○鈴木委員   はい。それから、臨時職員につきましては、わかたけと小金井でしたっけ。違う、さ

くらか。２分の１名ずつ。要するに２分の１というのは、必要な時間とか必要な曜日が

ちょっと、その時間帯だと無理ですねという形で入っていただいてる短時間であったり、

週のうち３日間であったり２日間であったりという形で入っているということで、頭数

的には２分の１というカウントの仕方をしておりますが、現状、２分の１ずつ２人、２

園でそこに足りないという状況があります。 

○三橋委員長  それはまたあれですね、募集をしているということですね。 

○鈴木委員   そうですね。臨時職員の募集は随時行っているということです。 

○三橋委員長  そういうことは、今回の待機児童解消施策にあわせて、さらに５名の方も今、募集を

かけていましたけれども、これは今もまだまだ募集中ということですね。 

○鈴木委員   はい、募集中です。 

○三橋委員長  一応現状そういうところですけど。 

○本多委員   くりのみは土曜日に説明に来ていただいて、保護者のほうからも幾つか質問等あった

んですけど、そのときも話が出ていましたけれども、臨職の方が無事に決まっているの

かという質問がありましたし、それをどういった形で配置するのかとか、やっぱりすご

く体制に対する不安というのが、ここでもよく出ますけれども、ほかの保護者の方もす

ごい思っていらっしゃるかなというのがすごくありました。 

 あと、くりのみの場合はゼロ歳児で２名、ことし入るということで、来年度は１歳児

は今のところ募集は１名ということで聞いておりまして、説明がありまして、これに関

してもやっぱりかなり不安というか、持っていらっしゃる方もいらっしゃいました。 

 あと募集の形ですね。かなりよく市報を見ていないとわからないような状況だったの

ではないかということを、やっぱり実際応募された方に聞いてみまして、ちょっとそれ
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はどうなのかなという。気づいた人だけが何か応募できるような形になってしまってな

いかなというのはちょっと思いました。 

○鈴木委員   まず、募集の関係ですけども、ちょっと本当に急に動いたもので、市報なんかもちょ

っとスペースがとれずに、必要なことを載せ切れていなかったのかなという反省がござ

いますが、ちょっとタイミング的にそれしかもうできないということから、ああいう形

になりました。 

 ホームページについては、一定必要な情報をきちんと載せていると思いますので。あ

と既に一次募集、二次募集で応募されてる方で、それで入れなかった方については、新

たな変更等がない限り届け出等は必要ないということですので、自動的に今回の選考の

対象になるという形になります。 

 園によっては、例えば希望園を追加したりとか変更したりとかという場合は１８日ま

でにご連絡くださいということで、市報やホームページで周知したところですが、通常

の募集に関しても市報、ホームページ中心になっておりますので、ちょっとそこら辺に

ついてはご理解いただきたいと思います。 

○八下田委員  確認ですが、今の本多委員のお話だと、今年度限りの定員増ということで、来年度は

また今の４月の定員に戻すということですか、ゼロと１は。募集が減るって。 

○本多委員   来年度上がったときは枠が変わらないので、新たに募集するのが１名というふうに。 

○片桐委員   ３名で募集していたところに２名が上がってくるから、１名しか募集できない、応募

できませんよという。だから、パイが広がってないから、手は打ったけれども、来年に

しわ寄せが来ますよちゅうことです。 

○八下田委員  小金井はゼロと１に１なんですけど、毎年１歳は３人入れてたんですが、そうすると

２人しか入れないということですか。 

○鈴木委員   はい、とりあえずゼロ歳で今回入った方がそのまま上の年齢に上がると、現在の定員

をそこで、言い方は悪いですけど、食っちゃうという部分が出てきます。それは実際そ

うなんですけども、来年どうするかというのは現時点で明確な方針を持っているわけで

はございません。 

○三橋委員長  小金井保育園については、でもそれは変わらない、そういうことか。単純に言うと、

上へ上がるだけであれば、くりのみの場合は２名は食っちゃうという形ですけど、小金

井の場合は、もし定員が現状のままであれば変わらないということになるのかなと思う

んです。入れる人数は変わらないということになりますけど。 



 -26- 

○八下田委員  ふえるということですか。 

○三橋委員長  要は１名、１名ふえてるから。 

○海野委員   今、定員って三橋さんがおっしゃっていましたが、定員。 

○三橋委員長  は変わらない。 

○海野委員   定員をふやすわけじゃなくて、受け入れ児童数をふやしているわけなので、定員は変

更してないので、そこはちょっと間違えないで。 

○八下田委員  ああ、そうなんですか。 

○海野委員   はい。 

○八下田委員  定員は変わってないんですか。 

○片桐委員   受け入れた分ですよね。 

○鈴木委員   定員数というのは、各園のほうで保育所案内に出てますけども、例えば小金井保育園

であればゼロ歳が９人、１歳が１０人となってますが、現在受け入れているのは、４月

１日入所が９人と１２人という形で、その部分で最大受け入れ人数という形で出ている、

受け入れ人数がふえていると。 

○三橋委員長  これはいわゆる弾力枠を使ったというやつですね。 

○鈴木委員   そうですね。定員の弾力化ということです。 

○三橋委員長  ほか、どうですか。 

○鈴木委員   これだけ、すみません。ちょっと来年１歳とかの受け入れ数が少なくなってしまうと

いう話がございました。くりのみ保育園でもそういうご質問をいただきました。 

 そこで、ちょっとお話しさせていただきたいんですが、今年度の予算で、貫井保育園

で、認可保育園ですね、貫井保育園でゼロ歳、１歳の分園を設置する予定となっており

ます。定員が２０名です。それから、こむぎ保育園、くりのみのすぐそばですけども、

こむぎ保育園で増改築を行い、４０名の定員増を２７年４月からを予定しています。貫

井保育園については、２６年の１月からの分園設置ということで、今準備をしていると

ころです。 

○三橋委員長  ほかよろしいですか、どうですか、ご質問等。 

○寺地委員   緊急対策だということで、今年度だけの対策ということですか。来年、こむぎと貫井

がふえるから、もう来年はその対策はやらないだろうということなんですか。待機児童

の対策としては、まだ今後も続いていくということはないんでしょうか。 

○鈴木委員   待機児童解消に向けては、今回、当初予算、２６年の一番最初に出す予算、基本とな
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る予算について、今お話しした２つの民間園の定員増の施策を予算化しているところで

す。 

 そのほかの施策についても今後補正予算等で対応していきたいということで、現在準

備をしているところですが、具体的なお話はちょっとまだこの段階ではお話しできない

んですけども。これでよしとすることではなく、保育の供給量については増大させてい

きたいというふうに考えています。 

○寺地委員   つまり来年度、その１歳児枠はことしより少なく、減っていくってことに対しては、

また今後ちゃんと対応をしていくという、対応をとっていくということですか。 

○鈴木委員   今回の臨時対策としまして、弾力化で今お話しした内容を行うわけですけれども、来

年度について公立・認可園の定員枠についてどうしようかというのは、具体的に今お話

しできるものを持っておりませんので、今後出てくる待機児童の数とか、あとニーズ調

査の結果等を踏まえまして、どういうことをしていくべきかというのを考えていきたい

と思っております。 

○寺地委員   すみません、そのままにはしないということですか。 

○鈴木委員   そのままとは。 

○寺地委員   そのままで何も対応しないということはしないということですね。 

○鈴木委員   待機児解消について何もしないかということですか。 

○寺地委員   いや、違う。来年度の１歳児枠に、その募集の枠が減るということに対して、そのま

まにしないということですか。 

○鈴木委員   例えばどこかの園の１歳の枠をさらに弾力化してというようなお話ではなく。 

○寺地委員   いや、そういうことではないんですけど、これからまた対応を考えていくという形で

いってるんですけども、何も対応をとらないということですよね。 

○三橋委員長  それは公立保育園の中でということですか、それとも公立保育園以外も含めてという

ことですか。 

○寺地委員   うん、それも含めて対応していくということなんですよね。 

○三橋委員長  うん、そうですね。でいいわけですよね。 

 ほかどうですか。 

○片桐委員   ちょっと単純な質問で申しわけないんですが、貫井保育園のゼロ、１で２０名。その

ゼロ、１が２歳になったときというのの受け入れ先というのはあるんでしょうか。 

○鈴木委員   貫井保育園のほうで受け入れる、本園のほうに。 
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○片桐委員   本園のほうにそのまま入っていくから。 

○鈴木委員   という。 

○片桐委員   要するに、貫井保育園としてゼロ、１の枠がふえて、そこで卒園までずっといける保

証があるというか。 

○鈴木委員   そうです。 

○片桐委員   行き先はちゃんとあるという。 

○鈴木委員   はい。 

○川村委員長  必ずしも貫井保育園に行きたい方ばかりではないという面もありますよね。 

○片桐委員   まあもちろんね。ただ、２歳になったら突然放り出されちゃうということではない。 

○川村委員長  そんなことにはならないように、それは考えなくちゃいけないというふうに思ってい

ます。 

○三橋委員長  ただ、２歳児のほうは定員はふえてないので、先の話の延長でいえば、２歳児で新た

に入る人の数というのはふえるというわけではないということだったんですね。むしろ

やってるところは、これをどういう評価をするかですけど、２歳以上の定員は変わって

ないわけだから、それでもゼロ、１については定員がふえてる分だけ、まだその分だけ

預かる。 

○片桐委員   ２歳から入るのは難しくなったかもしれないけど、ゼロから入っていくと最後までい

く担保が一応はあるという。 

○三橋委員長  そうですね。ただ、そこの評価は難しくて、ゼロ歳児よりは、三鷹のほうとかだと、

１歳児をふやして、ゼロ歳児の人はできるだけ産休とってくださいというような、産休、

育休とってくださいというような言い方をするところもあれば、それも政策なんですけ

ど。 

○片桐委員   三鷹のところは、かなりそれはそれで、兄弟もゼロに入れなくなったりとかして、か

なり混乱をしてるので。 

○川村委員長  そうなんですか。 

○片桐委員   そうなんです。ゼロの枠を減らして１、２をふやして、これでゼロは家で見てくださ

いというふうにやったら、そこにいた兄弟のゼロ歳で生まれたときにそこに入る口がな

くなっちゃって、２つの園に行かなきゃいけなくなったとかというんで、やっぱりそれ

はそれでかなり問題が三鷹では起きてるんで、単純にそういうこと。やっぱりいろんな

方向から見とかないと、ちょっと危ないので。 
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○川村委員長  ただ、今後、新制度が２７年４月から始まりますけれども、これに先駆けて、やはり

いろんな施策を市としても考えています。 

 当然、この新制度に向けて、国のほうが５年間で待機児童をゼロにするという、こう

いう方針を掲げてますけれども、やはりその財源も当然、消費税が１０％に上がる財源

を子育て支援に回すというようなことも言われてますので、一定待機児童の解消に向け

ての自治体の裁量にかなり力を入れていかなくちゃならないなというふうに考えている

ところではあります。 

 認可保育所、認証保育所もいろいろさまざまありますけれども、小規模保育というの

も、これは自治体の認可を、基準をつくって小規模保育施設というのも、これもつくれ

るものになってくるんですね。ですので、あらゆる形のニーズに合わせた保育形態、認

定こども園というのは小金井市は今のところはないですけれども、幼稚園でそのような

おやりになりたいというところが今後出てくる可能性もありますので、いろんな形態、

全ての子どもさんがいろいろな選択できる、そういったものを考えていかなくちゃなら

ないというふうなところであります。 

○三橋委員長  ほかどうですか。 

 では、僕のほうからお聞きします。 

 すみません、今回の新規対策ということで、これだけ待機児童が問題になっていると

いうか、過去から問題になっているという中で、公立保育園としてやれることをやって

いくというのは当然だと思います。やれることは何なのかといった中で、一応先ほどか

らちょっと話としてあるのが、まずやっぱり体制面の話は当然あったとして、要は本当

にこれで、園によってはゼロと１が入って、それで臨職１名っていうのはどういうふう

に配置するんだとか、じゃあ保育の中身はどうなっていくのかというところは、ちゃん

ときちんと説明をしていただくというか、それがなかなかきちんと説明がされないと、

父母のほうでも不安になったりとか、どうしたって話になったりしますし、そういうと

ころはちゃんときちんと説明いただきたいというのがまず１点ですね。 

 あともう一つは、そもそもの話なんですけども、やっぱりやり方というか進め方です

か、こういったような対策なり緊急的なことをやらなきゃいけないから今回の措置はや

るべきだとしても、ちょっとかなり場当たり的というか、もうちょっと公立保育園とし

て、せっかくこうやって枠をふやすにもかかわらず、本当に募集もしっかりときちんと

したことが市報で伝えられないという。まあそれだけじゃなくて、言えばできるんじゃ
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ないかとか、やっぱり逆に不信感になりますよね。何でじゃあ今まで。今まででも弾力

枠は使ってたと思いますし、前にもちょっと話ししましたけど、それこそホールを一部

潰して保育室にして定員を拡充というか、そういったようなこともしている中で、じゃ

あ今回、またもう一回弾力枠を使いますと。だから、弾力枠は今までも使ってきてるは

ずだと思うんですけども、そういうふうに仕切ってたところがあったと思うんですよ。 

 それをじゃあ、このタイミングというか、なぜこういうような形で出てくるのかとい

ったら、結局待機児童は今までこれ随分問題になってたと思うんですよね。にもかかわ

らず、このタイミングでこういう形でぱっと出てきて、かつそれが緊急なのか、それと

も恒常的なのかということも今現状でちょっとよくわからないと、要は来年度以降どう

するかわからないという話というのも、やっぱり。もちろんパイとして、全体としてい

ろいろ拡充していただくのは当然だと思いますけど、基本的にやっぱり今までの僕のイ

メージだと、一回定員拡充というか、緊急と言ってても、この緊急というのはずっと続

くんじゃないかなというふうに個人的にはそう思ったりはするんです。あるいは続けざ

るを得ないんじゃないかなといったときに、じゃあこの緊急、緊急ということの持って

いる意味は何なのか、じゃあ将来どうするのか、どうしてどういうふうにやっていくの

かというところがやっぱり見えてこないと、先ほどのような来年どうするんですかとか、

それこそこのゼロ、１、２とか、そういうのの定員の配分とかどうするのかですね。弾

力化枠っていうのは、じゃあどういうような考え方なのかとかというところが全然ちょ

っと整理されないと、かえって父母のほうから不安なり不満なりの声というのが、せっ

かくいいことをやってたとしても、理解されないものになってしまう。 

 これ別にこのことだけに限らないと思うんですけど、どうしてもその保育計画がない

とか、いろんなところの中で、１個１個はやってるとか頑張ってるとかという話はされ

ますし、そういうところはあると思うんですが、それだと伝わらないというか理解され

ないところというのが、やっぱり小出しというか、言われて何とかその場で対応すると

いうようなことになってしまうと、かえってそれが市民に対して不信感とかになっちゃ

うところがあるんで、そこらあたりをぜひそういうふうにならないように、もうちょっ

としっかりと対応をしていただきたいなというところがこちらからの、きつい言い方を

して恐縮ですけども、お願いしたいなと思います。 

○川村委員長  三橋委員長のおっしゃるとおりでありますけれども、やはり緊急に何ができるかとい

うところを考えたわけですね。５月の連休明けから復帰される方も大勢いらっしゃるわ
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けですから、やはり一番何ができるかという、あらゆる方策を考えている中の緊急にま

ず対応できるところが何かということで、公立保育園の定員拡充というところで話をし

て、一定の策をとったんですね。 

 ですので、ほかに何も考えていないわけではないですし、当然、待機児童のこれは、

今はまだはっきりした人数は出ていませんけれども、これに向けては市といたしまして

も真摯に取り組んでいくというふうに、そういう考えでございますので。まだ一定予算

が伴うものですから公表はできませんけれども、いろいろ考えているところではありま

す。 

 それで、あと受け入れする子どもがふえることによって保育園の対応として、保護者

の方にご不安がないような対応ということで、保育園のほうも頑張るというふうに言っ

ていますので。まだ月例がはっきりしないところがあるので、具体的に言えないと思い

ますけど、何かあれば園長のほうで、ありますか。 

○海野委員   けやき保育園の１歳児クラス２名、受け入れ増をします。２５日に保護者の説明会の

ほうを予定していますが、その中で、具体的に保育の中でどんなふうに変わっていくの

かというようなことを少し、１歳児クラスの担任のほうからお話ができればいいかなと

いうふうに思っています。 

 けやきの１歳は１０人のクラスが２つあるんですけれども、その片方に２名入れて１

２名を、今１０名で担任２人、正規の担任がついていて、それぞれ二クラス、そういう

体制になっていて、クラスフリーの保育士が今は臨職なんですけど、います。１２名に

なったところで、この担任を３名にふやして、３名で保育に当たる。一日を通して小金

井市の１歳児クラスの配置基準の５対１が守れるように、一日を通してきちんと人を配

置して保育ができるような体制を組みます。 

 そういうこととか、お食事のときには、今は１歳児なので一斉に食べられないので、

時間をずらしながら食べさせているんですけども、それが１２名になることでどんなふ

うにお食事の様子が、こんなふうにできます、していきますとかいうお話とか、お散歩

はこんな感じになりますとか、具体的にお話ししながら、どんな状況に変わっていくの

かということを理解していただけるといいかなというふうに思って、やっぱりそういう

ことで保護者の皆さんに安心していただけるといいかなというふうに思っています。 

○三橋委員長  よろしいですか。ほかいかがですか。 

 すみません、僕のほうでもう１個なんですけど。今の話っていうのは、当面の課題の
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中で、この待機児童に関する緊急の話だったと思います。 

 前回、資料２６で、保育体制の論点メモというのを出させていただいて、これまでの

議論の中で委員のほうから出てきた質問などを追記しています。例えば資料で下線引か

せていただいたところを整理したんですけども、前回は保育の質を担保できる理由はと

いうところで、幾つかやりとりがありました。あとは総合的な見直しの協議中だとなぜ

採用できないのかとか、非正規雇用をすることのメリットはとか、あるいは市がやるべ

き考える保育体制とは。ちょっといずれもなかなか回答が明確になかったというふうに

は思いますが、こういったところが出てますので、これについては、この話というのは

いろいろなところで出てくる話ではあるので、今この場で全て解決とか回答とかという

ことはないかもしれませんけれども、協議をしていく中で念頭に置きながら議論を進め

ていくことになるかなと思います。 

 あともう一つ資料を、きょうこの資料番号２５の差しかえという形で、前回の資料に

正規職員のほうの数字などを追加し、一番の最新版の資料を出してもらっています。こ

の中で、本当にそれはたくさん議論にすべきようなところがあるんですが、特に特例パ

ートですとか、あるいは非常勤嘱託職員、あるいは臨時職員ですとか、こういったとこ

ろの具体的な、それぞれどういうふうに違っていて、どういうふうに役割を持たれてて、

それをどういうふうに対応されてきてるのかというところなんですけれども。一言で言

ってしまうと、やっぱりこういった非常勤、特例パートのところですとか、あるいは臨

時職員のところというのは、ちょっと数字、特に臨時職員はわかりにくいところもある

んですけど、ここんとこずっと募集をかけてるぐらいじゃないかなと思います。なかな

か、これも採用している数だけなんですけども、臨時職員の中でいくと半年でしたっけ、

最長で。１年でしたか。半年ごとの契約でで、それで１年ですね。マックス１年で、半

年、半年の契約でいってるところはありますけども、なかなか採用ができてないという

ところ、あるいは特例パートや非常勤などもとれずに、採用定数がとれずにいるという

ケースもかなりありますので、こういったところを今後、体制面を考えていく中で見て

いきたいし、あと今、臨職の方も入る前提でまた話が出てると思うんですけど、これも

今、急募という形で対応いただいてると思うんで、こういうのも引き続き確認しなくち

ゃいけないんだと思います。 

 あとは３０時間保育を２名の方が入られて、その方がうまく保育をしていただけるか

どうかというところですかね。もちろん事故がないとか、そういうのは当たり前でして、
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今、前々から園の先生方がおっしゃられている、あるべき保育の姿と比較してどういう

評価になるのかというところをこの中でやっぱりきちんと確認していかないと、単純に

じゃあここが変わって、それでよかったのか悪かったのかというところのお話というの

がなかなかちょっとできにくいですし、来年度以降の話もなっていかないだろうし、そ

のあたりのことについては折に触れて確認していくという形になると思います。 

これについて何か、ここだけはみたいな。 

 大分結構時間、過去にとってはしていますので、繰り返しの議論になるとちょっとあ

れかもしれませんけども、でもちょっとここだけはと、あえて。もしあれば。よろしい

ですか。 

 すみません、では。 

○川村委員長  それでは、当面の課題については終了いたします。 

 次に、⑸次回日程の確認でございます。 

 若干休憩いたします。 

休  憩 

再  開 

○川村委員長  それでは、再開いたします。 

 次回の日程は、５月２６日月曜日午後７時半からと決定いたします。場所につきまし

ては、追ってご通知を差し上げます。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いたしました。大変お疲れさまでした。 

閉  会 


